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German Side: 

Please refer in any case to the official call text which will be announced in German 

language in the Bundesanzeiger (Federal Gazette).  

Japanese Side: 

For further application instructions and guidance, please refer to the appendix for 

Japanese side (available only in Japanese). 

 

1 Aim and purpose of program 

The Federal Ministry of Education and Research (BMBF) and Japan Science and 

Technology Agency are supporting joint projects through strategic project support 

measures in order to promote cooperation between the Federal Republic of Germany and 

Japan. On the German side, this funding measure is carried out under the Federal 

Government's Strategy for the Internationalization of Education, Science and Research 

and the BMBF's International Cooperation Action Plan and ten-point programme for more 

innovation in small and medium-sized enterprises known as Priority for SMEs (Vorfahrt für 

den Mittelstand) under the KMU-international programme. On the Japanese side, this 

funding measure is carried out under the Strategic International Collaborative Research 

Program (SICORP).The measure is aimed at promoting joint research projects of mutual 

interest and thus contributing to intensified scientific and technological cooperation (STC) 

with each country.  

Knowledge, experience, research infrastructures and other resources of both sides will be 

pooled to generate added value for the participating partners. The exchange of knowledge 

and joint developments are intended to provide the long-term basis for mutual market 

access and lasting economic cooperation. 

Specifically, funding will be provided for cooperation between representatives of German 

and Japanese industry and science in the form of “2+2 projects” in the fields of optics and 

photonics. “2+2 projects” is deemed to mean research and development (R&D) projects 

involving at least one German and one Japanese research-performing industrial partner 

and at least one German and one Japanese research institution. In the case of the 

German industrial partner, this call is targeted at small and medium-sized enterprises in 

particular. The funding is intended to create the basis for a lasting R&D innovation 

partnership. 

 

 

2 Object of funding 

Funding will be provided for research projects in the fields of optics and photonics that 

involve international cooperation with partners from Germany and Japan and address one 

or more of the following priority areas in line with the funding purpose described above: 
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- Optical metrology and sensing 
- Organic electronics 
- Photonics in manufacturing  
- Optical components and systems 
- Lighting 

The projects will be expected to have great practical relevance and to produce insights 
and exploitable research results which lead to new technologies, products and/or services. 
Upon completion, the projects should attain a technology readiness level (TRL) of 3 to 7. 

TRL 1: Observation and description of the functional principle 

TRL 2: Description of the application of a technology  

TRL 3: Evidence of a technology’s capacity to function (proof of concept) 

TRL 4: Experimental set-up in a laboratory 

TRL 5: Experimental set-up in the relevant environment 

TRL 6: Prototype in the relevant environment 

TRL 7: Prototype in the operational environment 

TRL 8: Qualified system with evidence of the capacity to function in the field of application 

TRL 9: Qualified system with evidence of the successful application 

 

The benefits for Germany and Japan should be clearly identifiable and strategies for 

implementing the research findings in industry and society should be set out. Furthermore, 

the projects should contribute to achieving the following cooperation objectives: 

- International networking and intensification of German-Japanese cooperation in 
the stated priority areas  

- Preparation of follow-up activities (e.g. application for funding under specialist 
BMBF programmes, DFG, Horizon 2020 and similar programmes for German side, 
JST programmes and similar programmes for Japanese side. 

 

 

3 Funding recipients 

German side 

Applications may be submitted by universities, non-university research institutions and 

other institutions contributing to research as well as commercial companies which have 

a plant or branch in Germany at the time of payment of the grant – particularly small 

and medium-sized enterprises (SMEs) as defined by the European Commission at 
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http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-

definition/index_en.htm – which fulfil the funding purpose and requirements. Research 

institutions which receive joint basic funding from the Federal Government and/or the 

Länder can only be granted project funding supplementary to their basic funding to 

cover additional project-related expenditure or costs under certain preconditions. 

 

Japanese side 

Any independent researcher personally affiliated with and actively conducting research 

at a domestic Japanese research institution (or who would fulfil this requirement by the 

start of the research project), regardless of nationality, is eligible to apply. 

Note: “Domestic Japanese research institution” in Japan refers to universities, 

independent administrative institutions, national/public testing and Research Institutions, 

specially authorized corporations, public-service corporations and enterprises, etc. that 

must satisfy pre-determined requirements designated by MEXT. Please refer to the 

MEXT homepage for more information: 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1324571.htm (in Japanese only). 

 

 

4 Special prerequisites for funding 

A prerequisite for funding is that projects include the participation of at least one German 

commercial company/industrial partner with a German research institution/university as 

well as one Japanese industrial partner with a Japanese research institution/university 

(“2+2 projects”).  

Projects proposed for funding under this call should document their potential for longer-

term sustainable cooperation. 

Additional information for collaborative projects: 

The terms of cooperation between the partners in a collaborative project must be set out 

in a written cooperation agreement. Before a funding decision on a collaborative project is 

taken, the cooperation partners must prove that they have reached a basic agreement on 

certain criteria stipulated by the BMBF. 

Funding recipients are obliged to participate in possible evaluation measures and to 

provide any information needed to assess the success of the funding measure. 

 

 

5 Type, scope and rates of funding 

5.1 Type and amount of funding  

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm
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German side 

Funding will be awarded as project grants usually amounting to 200,000 euros per 

collaborative project and year usually for a maximum period of 36 months. 

 

Japanese side 

The funding amount will be up to 54 million Japanese yen per project (including 30% 

overhead expenses): approximately 18 million Japanese yen per project per year. The 

project  period is usually for 36 months. 

 

5.2 Type of financing 

German side 

The basis for calculating the grants for universities, non-university research institutions 

and similar institutions is the eligible project-related expenditure (in the case of the 

Helmholtz Centres and the Fraunhofer Gesellschaft [FhG] the eligible project-related 

costs) which can be individually funded up to a maximum of 100 percent. 

In the case of research projects at higher education institutions (public and private) and 

teaching hospitals (irrespective of the legal form), a flat-rate grant amounting to 20% of 

total expenditure will be awarded in addition to the eligible expenditure. It should be 

noted that the flat-rate grant is already included in the above-mentioned maximum grant 

amount of 200,000 euros. 

Grants for commercial companies will be calculated on the basis of the eligible project-

related costs, up to 50% of which can, as a rule, be covered by government grants, 

depending on the project's relevance to application. The GBER allows various 

additional payments for small and medium-sized enterprises (SMEs) which could in 

some circumstances lead to a higher rate of funding.  

 

Japanese side 

Japan-based commercial companies shall submit to JST annual financial reports of the 

own contribution to the research project. It shall be included in the annual report which 

is described in 8.3. JST expects commercial companies to cover at least 50% of project 

related costs through their own contribution. All of the eligible costs in 5.4 can be 

calculated in the project-related costs, including personal costs and equipment cost. 

 

5.3 Form of financing 
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Funding will be awarded in the form of non-repayable grants. 

 

5.4 Expenditure/costs eligible for funding 

The following expenditure/costs will be eligible for funding: 

 

German side 

a) Staff for conducting scientific activities or research 

Project-related expenditure / costs for scientific (usually up to EG 13) can be applied as well 
as technical and / or student staff 

b) Project-related resources and equipment 

Funding for project-related resources (such as consumables, office supplies, appliances, 
assignment of contracts, publication, literature) can be provided to a limited extent 
usually up to 20%. 

c) Travel and stays by German and foreign researchers and experts 

The following applies to the funding of travel and stays by German researchers and 
experts: 

The arrival and departure costs / expenses including necessary visas (for airline tickets: 
economy class) to and from the destination in the partner country and the subsistence 
expenses / expenses as well as intra-German journeys are made in accordance with 
the applicable regulations of the facilities or the company accepted. 

 

 

The following applies to the funding of travel and stays by the foreign researchers and 
experts: 

The costs/expenditure for travel to and from the project partner's location and the per diem 
allowances will be covered by the sending country. 

Travel to international conferences can only be subsidized in exceptional circumstances. 
Conference Registration Fees are basically not eligible. 

 

 

d) Workshops in Germany with the Japanese partners 

Workshops in Germany can be funded as follows: 

Funding will be provided to cover the various expenditure and/or costs related to the 
organization of workshops: Grants can be provided, for example, for accommodation for 
experts(maximum 89 euros per night / person), transfers, provision of workshop 
documentation, adequate hospitality and rental of venues. When hosting, please note that 
the upper limit of 40 euros net per person per day for all-day events will not be exceeded. Net 
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guide values for lunch are 15 euros per person / day, for dinner 25 euros each person / day 
(including drinks). 

 

As a rule, no funding will be provided to cover any of the cost of the participating 
institutions' normal basic equipment. 

The AGVO must be taken into account in determining the respective eligible costs. 

 

Japanese side 

a) Eligible direct costs 

In principle, eligible direct costs are those costs directly necessary for accomplishing the 
research, indicated below. Please refer to the guidance documents available at the 
following link for further details of eligible direct costs (available in Japanese only).  
https://www.jst.go.jp/inter/research/contract/contract.html 

(a-1) Facilities, Equipment and Consumables: costs of research equipment, spare parts, 
prototypes, software (in-line products) and purchase of books, reagents, materials and 
consumables. 

Only for commercial companies: Equipment costs are not eligible. Equipment 

includes facilities for which the estimated usable period is more than a year and 
acquisition price is more than 500 thousand yen. 

(a-2) Travel Expenses: costs and associated living expenses of the project members 
registered in the project plan, and costs of inviting external experts. 

(a-3) Personnel costs: costs of the researchers, temporary staff, post-docs, etc., who 
are hired for the research and other costs such as honoraria for invited lecturers. 

Only for commercial companies: Personnel costs are not eligible. 

(a-4) Others: costs for the organisation of small scientific events in Japan including 
rental costs for the venue, food & beverage (excluding alcohol) costs and other costs 
which are deemed to be necessary for organizing the event. 

b) Eligible indirect costs 

Please refer to the following link for the provisions regarding indirect costs: 

http://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/shishin2.pdf (available in Japanese only) 

 

6 Project Description and Evaluation 
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The applicants must jointly prepare their Project Description. The Project Description 

should not exceed ten pages. The Project Description should include the following 

aspects:  

 

I. Information on the project coordinator and project partners 

II. A meaningful summary (of goals, research priorities, exploitation of results) 

III. The scientific framework of the project 

a. Planned measures to implement the objectives of the funding measure 
set out in 2 above 

b. A description of the scientific objective of the project and the envisaged 
innovation 

c. Information on the state of the art and on existing intellectual property 
rights (own and third-party) 

IV. International cooperation within the project 

a. Added value of international cooperation 

b. Contributions of the international partners, access to international 
resources 

c. Experience of the participating partners in international cooperation; 
previous collaborations  

V. Sustainability of the measure/exploitation plan 

a. Prospects for scientific, technological, and economic success as well as 
exploitation (target markets, market share/revenues sought in the 
medium term) 

b. Lasting consolidation of the cooperation with the project partners in 
Germany and Japan 

c. Plans for cooperation in follow-up projects 

d. Plans for expansion of cooperation to other institutions and networks 

VI. Description of the planned steps of the cooperation project (work packages, 
milestones etc.) 

VII. Estimated expenditure/costs 

 

Committees consisting of experts and/or peer reviewers selected by BMBF and JST 
respectively will evaluate all proposals. Based on the results of the evaluation, BMBF and 
JST will make a joint decision regarding funding of the selected proposals. 

The Project Description received will be evaluated on the basis of the following criteria: 

 

I.  Fulfilment of the formal prerequisites for funding 

II. Compliance with the funding objectives of the call stated in section 1 above 
and the object of funding stated in section 2 above 
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III.  Scientific and technological criteria 

a. Quality and originality of the project 

b. Relevance to BMBF programmes on the topic (only for German side) 

c. Scientific and technological expertise of the applicant and the German 
and Japanese partners involved 

d. Scientific benefits and prospects for the exploitation of the expected 
results 

 

IV.  Criteria concerning international cooperation 

a. Experience of the applicant in international cooperation 

b. Establishment of new or consolidation of already exisiting 
bilateral/international partnerships 

c. Quality of the cooperation and added value for partner institutions 

 

V. Plausibility and feasibility of the project (financing; milestones; time frame) 

 

7 Procedure in Germany 

 

7.1 Involvement of a project management agency, application documents, other 

documents and use of the electronic application system 

 

The BMBF has currently entrusted the following project management organization with 

implementing the funding measure: 

 

DLR Project Management Agency 

European and International Cooperation 

Heinrich-Konen-Strasse 1 

53227 Bonn, Germany 

Website: http://www.internationales-buero.de 

 

Contact persons: 

 

Contact for scientific questions: 

Dr. Sabine Puch 

Phone: +49 228/38 21-1423 

http://www.internationales-buero.de/
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Fax: +49 228/38 21-1444 

E-mail: Sabine.Puch@dlr.de  

 

Contact for administrative questions: 

Birgit Ehrenberg 

Phone: +49 228/38 21-1471 

Fax: +49 228/38 21-1444 

E-mail: Birgit.Ehrenberg@dlr.de 

 

Any modifications will be announced in the Bundesanzeiger (Federal Gazette) or in 
another suitable form. 

 

Applicants are recommended to contact the project management agency for advice on 

applications. The agency will provide further information and details. 

 

7.2 Two-step procedure  

 

The application procedure takes place in two steps. 

Applicants must use the 'easy-Online' electronic tool for drafting project outlines and  

formal proposals. 

 

7.2.1 Submission and selection of project outlines 

 

In the first step, project outlines must be submitted to the project management agency in 

written and/or electronic form  

by 18 September 2019 at the latest using the 'easy-Online' electronic tool  

It may not be possible to consider project outlines received after the above date. 

 

Suitable project outlines will be selected for funding on the basis of the above criteria and 

evaluation. Applicants will be informed in writing of the result of the selection process. 

Applicants have no legal claim to the return of their project outlines and of any other 

documents which they may have submitted in this phase of the procedure. 

 

7.2.2 Submission of formal applications for funding and decision-making procedure 
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In the second step of the funding procedure, the applicants whose project outlines have 

been successful in step 1 will be invited to submit full formal proposals.  

Formal proposals must include:  

I. A detailed (sub-)project description 

II. A detailed work plan and time schedule  

a. Feasibility of the work plan 

b. Plausibility of the time schedule 

III.  Detailed information about the financing of the project 

a. Appropriateness and need for the requested amount of funding 

b. Guarantee of overall financing during the entire project period 

 

The work and financing plans will be evaluated in accordance with the criteria listed under 

7.2.2 (II and III).  

The formal proposals must observe and fulfil any thematic or funding requirements and/or 

the evaluators' recommendations for the implementation of the project. 

When several German partners are involved (collaborative project), the formal proposals 

of the individual partners must be submitted in consultation with the envisaged coordinator. 

Formal proposals must be drafted using the “easy-Online” electronic application system. It 

is absolutely imperative for applicants to include a project description in German in their 

formal proposals. The description should not exceed 12 pages. 

Guidelines, information for applicants and the auxiliary terms and conditions for the award 

of grants are available at  

https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare&formularsch

rank=bmbf.  

The BMBF reserves the right to seek advice from experts before making the final decision 

on funding. 

A legal claim to funding cannot be derived from the submission of a formal proposal. 

Applicants have no legal claim to the return of their formal proposals. A funding decision 

will be taken after a final review based on the above criteria and evaluation procedure. 

 

 

8. Procedure in Japan 

8.1 Submission 

https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare&formularschrank=bmbf
https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare&formularschrank=bmbf
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The joint proposal and Japanese application information should be submitted electronically 

via the Cross-Ministerial R&D Management System (e-Rad): https://www.e-

rad.go.jp/index.html 

For further application instructions and guidance, please refer to the additional guidelines 

for Japanese researchers (available only in Japanese).  

Complete a research ethics training program conducted by the research institute with 

which they are affiliated and then declare the completion of the program to JST by the 

deadline of the call for proposals. If it is difficult for them to undertake a program provided 

by their own institute, they should contact JST to register for a research ethics program 

provided by  eAPRIN (formerly known as CITI Japan). Unless applicants complete a 

research ethics program, their application will be deemed ineligible for funding. 

 

8.2 Payments 

JST's support will be implemented according to a multiple-year contract for commissioned 

research entered into between JST and institution to which the Japan based principal 

investigator (PI) belongs. Since the contract is agreed on condition that all administrative 

procedures related to the funded research are handled within the institution, the Japan 

based PI should consult with the relevant department(s) at his/her institution. 

 

8.3 Reporting  

Japan-based PIs shall submit to JST annual research plans for the year ahead and 

reports on the progress in the past year, and the institution with which the PI is affiliated 

shall submit an annual financial report. 

At the end of the period of support and after completion of the joint research activities, the 

Japan-based PI shall promptly submit to JST a final report which shall include a financial 

report and a description of the research activities and outcomes. The report shall include a 

general summary of the activities of both the Japanese and the German research teams. 

If papers describing results of the research activities are presented to academic journals, 

societies etc., a list of those papers and other related information should be attached to 

the final report. Detailed instructions for preparation of the final report will be provided to 

the Japan-based PI during the final year of the project. Completed projects will be duly 

evaluated and excellent outcomes may be made public. 

 

Contact persons for Japan: 

 Dr. Takehito Higuchi, Mr. Oscar A. Rudenstam, Mr. Soichi Kubota 

Japan Science and Technology Agency 

Department of International Affairs 
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7, Gobancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0076 

Phone: +81-(0)3-5214-7375 

E-mail: jointge(at)jst.go.jp 

Website:   

https://www.jst.go.jp/inter/english/index.html 
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第 1 章 研究提案公募に当たって 

 

1.1  SICORP(Strategic International Collaborative Research Program)について 

 

■単一国で解決できない国際共通的な課題の解決や、国際連携による我が国の科学技術力の強化に

資する成果を得ることを目的としています。  

 

■省庁間合意等に基づき、文部科学省が特に重要なものとして設定する相手国・地域、分野におい

て、研究機関同士で協力・協調し、イコールパートナーシップによる国際共同研究を実施します。 

 

■JST は相手国・地域の研究支援機関と連携して、指定された分野において共同で研究提案を公募・

採択し、より大規模な国際共同研究を支援します。 
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■本項と併せて本事業ウェブサイトも御覧ください。 

 

JST 戦略的国際共同研究プログラム(SICORP:サイコープ) 

https://www.jst.go.jp/inter/index.html 

 

ベルモント・フォーラムについて 

https://www.jst.go.jp/inter/program/multilateral/belmont-forum.html 

 

JST 国際緊急共同研究・調査プログラム（J-RAPID：ジェイ-ラピッド） 

https://www.jst.go.jp/inter/program/j-rapid/j-rapid.html  

 

JST 国際科学技術基盤整備事業  

https://www.jst.go.jp/inter/program/kiban/gather/taiwan.html 
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1.2  応募・参画を検討されている研究者等の方々へ 

1.2.1  持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向けた貢献について 

JST は持続可能な開発目標（SDGs）の達成に貢献します！ 

 

2015 年 9 月に開催された「国連持続可能な開発サミット」において、人間、地球および繁栄のた

めのより包括的で新たな世界共通の行動目標として「持続可能な開発目標（SDGs）」を中核とする

成果文書「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が全会一致で採択

されました。SDGs の 17 のゴールは、人類が直面している持続可能性に関する諸課題を示している

だけでなく、これらの課題を統合的かつ包摂的に解決していくことが求められており、科学技術イ

ノベーションによりこれらの社会課題の解決や、より良い政策決定に資する科学的根拠を提供する

ことが期待されています。これらの役割は、1999 年に国際科学会議で採択された「科学と科学的知

識の利用に関する世界宣言」（ブダペスト宣言※）の中で示された、新たな科学の責務である「社会

における科学と社会のための科学」と一致すると言えます。わが国の科学技術政策を推進する中核

的機関として、JST は先端的な基礎研究を推進するとともに、社会の要請に応える課題解決型の研

究開発に取り組んでいます。SDGs は JST の使命を網羅しうる世界共通の目標であり、JST の事業

を通じて産学官民と共創し、持続可能な社会の実現に研究者の皆様と一緒に取り組んでいきたいと

思います。 

国立研究開発法人科学技術振興機構   

理事長  濵口 道成  

※ブダペスト宣言では、「知識のための科学」「平和のための科学」「開発のための科学」「社会にお

ける科学と社会のための科学」が 21 世紀の科学に対する責任、挑戦そして義務として明記され

ています。 
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○持続可能な開発目標（SDGs）と JST の取組等については、下記のウェブサイトをご参照くださ

い。 

（和文）https://www.jst.go.jp/sdgs/actionplan/index.html 

（英文）https://www.jst.go.jp/sdgs/en/actionplan/index.html 

 

  

https://www.jst.go.jp/sdgs/actionplan/index.html
https://www.jst.go.jp/sdgs/en/actionplan/index.html
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1.2.2  ダイバーシティの推進について 

JST はダイバーシティを推進しています！ 

 

科学技術イノベーションをもたらす土壌には「ダイバーシティ（多様性）」が必要です。年齢、性

別、国籍を問わず、多様な専門性、価値観等を有する人材が参画し、アイデアを出し合い、共創、共

働してこそ新しい世界を拓くことができます。JST は、あらゆる科学技術においてダイバーシティ

を推進することにより未来社会の課題に取り組み、我が国の競争力強化と心の豊かさの向上に貢献

していきます。国連の持続可能な開発目標（SDGs）においてもジェンダー平等をはじめダイバーシ

ティとも深く関わりのある目標が掲げられており、国内のみならず世界共通の課題解決にも貢献し

ていきます。 

現在、女性の活躍が「日本最大の潜在力」として成長戦略の中核に位置づけられています。研究開

発においても、女性の参画拡大が重要であり、科学技術イノベーションを支える多様な人材として

女性研究者が不可欠です。JST は女性研究者の積極的な応募に期待しています。JST では、従来よ

り実施している「出産・子育て・介護支援制度」について、利用者である研究者の声に耳を傾け、研

究復帰可能な環境づくりを図る等、制度の改善にも不断に取り組んでいます。 

新規課題の募集と審査に際しては、多様性の観点も含めて検討します。 

研究者の皆様、積極的なご応募をいただければ幸いです。 

 

国立研究開発法人科学技術振興機構   

理事長  濵口 道成  

 

みなさまからの応募をお待ちしております 

 

多様性は、自分と異なる考えの人を理解し、相手と自分の考えを融合させて、新たな価値を作り

出すためにあるという考えのもと、JST はダイバーシティを推進しています。これは国内の課題を

解決するだけでなく、世界共通の課題を解決していくことにつながり、海外の機関と協力しながら

ダイバーシティ推進を通して SDGs 等地球規模の社会課題に取り組んでいきます。 

JST のダイバーシティは、女性はもちろんのこと、若手研究者と外国人研究者も対象にしていま

す。一人ひとりが能力を十分に発揮して活躍できるよう、研究者の出産、子育てや介護について支

援を継続し、また委員会等についてもバランスのとれた人員構成となるよう努めています。幅広い

人たちが互いに切磋琢磨する環境を目指して、特にこれまで応募が少なかった女性研究者の方々の
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応募を歓迎し、新しい価値の創造に取り組みます。 

女性研究者を中心に、みなさまからの積極的な応募をお待ちしております。 

 

国立研究開発法人科学技術振興機構   

副理事 経営企画部ダイバーシティ推進室長  渡辺 美代子  

 

1.2.3  公正な研究活動を目指して 

公正な研究活動を目指して 

 

 近年の相次ぐ研究不正行為や不誠実な研究活動は、科学と社会の信頼関係を揺るがし、科学技術

の健全な発展を阻害するといった憂慮すべき事態を生み出しています。研究不正の防止のために、

科学コミュニティの自律的な自浄作用が機能することが求められています。研究者一人ひとりは自

らを厳しく律し、崇高な倫理観のもとに新たな知の創造や社会に有用な発明に取り組み、社会の期

待にこたえていく必要があります。 

 JSTは、研究資金の配分機関として、研究不正を深刻に重く受け止め、関連機関とも協力して、社

会の信頼回復のために不正防止対策について全力で取り組みます。 

 

１．JSTは研究活動の公正性が、科学技術立国を目指すわが国にとって極めて重要であると考えま

す。 

２．JSTは誠実で責任ある研究活動を支援します。 

３．JSTは研究不正に厳正に対処します。 

４．JSTは関係機関と連携し、不正防止に向けて研究倫理教育の推進や研究資金配分制度の改革な

どに取り組みます。 

 

 私たちは、夢と希望に満ちた明るい未来社会を実現するために、社会の信頼のもとで健全な科学

文化を育まねばなりません。引き続き、研究コミュニティや関連機関のご理解とご協力をお願いし

ます。 

 

国立研究開発法人科学技術振興機構 

理事長  濵口 道成 
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1.2.4  オープンアクセスおよびデータマネジメントプランについて 

JST では、オープンサイエンス促進に向けた研究成果の取扱いに関する基本方針を平成 29 年 4

月に発表しました。本方針では、研究成果論文のオープンアクセス化や研究データの保存・管理

及び公開について、基本的な考え方を定めています。 

本事業に参加する研究者は、研究成果論文について、機関リポジトリやオープンアクセスを前

提とした出版物などを通じ、原則として公開していただきます。また、成果として生じる研究デ

ータの保存・管理、公開・非公開等に関する方針や計画を記載したデータマネジメントプランを

作成し、研究計画書と併せて JST に提出していただき、本計画に基づいて研究データの保存・管

理・公開を実施していただきます。 

詳しくは、以下をご参照ください。 

 

○ オープンサイエンス促進に向けた研究成果の取扱い関する JST の基本方針 

https://www.jst.go.jp/all/about/houshin.html#houshin04 

 

 

 

 

 

https://www.jst.go.jp/all/about/houshin.html#houshin04
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第 2 章 公募・選考における利益相反マネジメントの実施 

公正で透明な評価及び研究資金配分を行う観点から、JST の規定に基づき、以下の利益相反マ

ネジメントを実施します。 

 

（1）選考に関わる者の利益相反マネジメント 

公正で透明な評価を行う観点から、PI※（主たる共同研究者を含む）に関して、下記に示す利

害関係者は選考に加わりません（※PI：研究代表者(Principal Investigator)）。 

a. PI（主たる共同研究者を含む）と親族関係にある者。 

b. PI（主たる共同研究者を含む）と大学、国立研究開発法人等の研究機関において同一の学科、

専攻等又は同一の企業に所属している者。 

c. PI（主たる共同研究者を含む）と緊密な共同研究を行う者。(例えば、共同プロジェクトの

遂行、共著研究論文の執筆、同一目的の研究メンバー、あるいは提案者の研究課題の中での

共同研究者等をいい、提案者と実質的に同じ研究グループに属していると考えられる者) 

d. PI（主たる共同研究者を含む）と密接な師弟関係あるいは直接的な雇用関係にある者。 

e. PI（主たる共同研究者を含む）の研究課題と学術的な競争関係にある者又は市場において競

争関係にある企業に所属している者。 

f. その他 JST が利害関係者と判断した者。 

  



第 2 章   公募・選考における利益相反マネジメントの実施 

12 

 

（2）PI の利益相反マネジメント 

PI が「PI に関係する機関」を参画機関とする提案を行い、「PI に関係する機関」に対して JST

から研究資金が配分されることは、PI の利益相反に該当する可能性があります。従って、PI と

「PI に関係する機関」との間の利益相反について、当該関係の必要性、合理性、妥当性等を考慮

して適切に判断し、第三者から疑義を招くこと等を避けるために利益相反マネジメントを実施し

ます。 

 

「PI に関係する機関」とは、以下のいずれかに該当する場合の参画機関をいいます。なお、a

及び b については PI のみではなく、PI の配偶者及び一親等内の親族（以下、「PI 等」と総称し

ます。）についても同様に取り扱います。 

a. PI 等の研究開発成果を基に設立した機関。 

（直接的には経営に関与せず技術顧問等の肩書きを有するのみの場合、株式を保有している

のみの場合を含む。） 

b. PI 等が役員（CTO を含み、技術顧問を含まない。）に就任している機関。 

c. PI 等が株式を保有している機関。 

d. PI 等が実施料収入を得ている機関。 

 

「PI に関係する機関」を参画機関とする提案について、当該機関の必要性、合理性、妥当性等

の観点から JST の別途定める委員会にて審議します。 

そのため、「PI に関係する機関」を参画機関とする場合、提案書の研究内容記載部分の最後に

備考欄を作成し、「PI に関係する機関」が参画機関に含まれていることを申告してください。 

なお、PI の利益相反マネジメントを実施するにあたり、別途資料を提出いただく場合がありま

す。 
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（3）JST の利益相反マネジメント 

JST が出資している企業（以下「出資先企業」といいます。）を本事業が採択し、研究資金を配

分することは、JST の利益相反（組織としての利益相反）に該当する可能性があります。従って、

JST と出資先企業との間の利益相反について、第三者から疑義を招くこと等を避けるために利益

相反マネジメントを実施します。 

JST の出資先企業を参画機関とする提案について、出資先企業を採択する必要性、合理性、妥

当性等について JST の別途定める委員会にて審議します。 

そのため、JST の出資先企業を参画機関とする場合、提案書の研究内容記載部分の最後に備考

欄を作成し、出資先企業が参画機関に含まれていることを申告してください。 

なお、本マネジメントは JST の公正性及び透明性を担保するために実施するものであり、JST

から出資を受けていることが本事業の採択において不利に働くことはありません。JST の利益相

反マネジメントへのご協力をお願いします。 

 

※JST の出資先企業については下記ウェブサイトを参照してください。なお、出資を終了した企

業は利益相反マネジメントの対象ではないため、申告の必要はありません。 

https://www.jst.go.jp/entre/result.html#M01 

 

※申告の基準日は本事業の公募開始日とします。当該日時点で JST からの出資が公表されてい

る企業について申告してください。出資内定済み等であるものの未公表の企業については、JST

内部の機密保持のため、申告の必要はありません。 

JST の出資公表については下記ウェブサイトを参照してください。 

https://www.jst.go.jp/entre/news.html 

 

 

https://www.jst.go.jp/entre/result.html#M01
https://www.jst.go.jp/entre/result.html#M01
https://www.jst.go.jp/entre/news.html
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第 3 章 採択後の研究推進等について 

 

3.1  研究計画の作成 

採択決定後、すみやかに研究計画書を作成いただきます。プログラムにより書式が異なりますので、

JST 担当者からの指示に従ってください。 

 

3.2  委託研究契約 

a. 研究課題の採択後、JSTは研究担当者の所属する研究機関との間で委託研究契約を締結します。 

b. 研究機関との委託研究契約が締結できない場合、公的研究費の管理・監査に必要な体制等が整

備できない場合、また、財務状況が著しく不安定である場合には、当該研究機関では研究が実施

できないことがあります。詳しくは、「3.6 研究機関の責務等」をご参照ください。 

c. 研究により生じた特許等の知的財産権は、委託研究契約に基づき、産業技術力強化法第 17 条

（日本版バイ・ドール条項）に掲げられた事項を研究機関が遵守すること等を条件として、原則

として研究機関に帰属します。ただし、海外の研究機関に対しては適用されません。 

*研究担当者とは、「研究代表者」および「主たる共同研究者」を指し、研究契約上、研究を中心的

に行う者として、その氏名が明記されます。以下の全ての事業・プログラムについて共通です。 

戦略的国際共同研究プログラム（SICORP）／ベルモント・フォーラム／国際緊急共同研究・調査プ

ログラム（J-RAPID）／国際科学技術基盤整備事業 

 

3.3  研究費 

JST は委託研究契約に基づき、研究費（直接経費）に間接経費（原則、直接経費の 30％）を加

え、委託研究費として研究機関に支払います。 

※国際緊急共同研究・調査支援プログラム(J-RAPID),日本―台湾研究交流,ベルモント・フォーラム

CRA(共同研究活動)については原則、直接経費の 10%です。 

 

3.3.1  研究費（直接経費） 

研究費（直接経費）とは、研究の実施に直接的に必要な経費であり、以下の使途に支出すること

ができます。 

a. 物品費：新たに設備（※1）・備品・消耗品等を購入するための経費 

b. 旅 費：研究担当者および研究計画書記載の研究参加者等の旅費（※2） 

c. 人件費・謝金：研究参加者（但し、研究担当者を除く）の人件費・謝金 
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d. その他：研究成果発表費用（論文投稿料等）、機器リース費用、運搬費等 

※1 新たな研究設備・機器の購入に当たっては、「研究組織のマネジメントと一体となった新た

な研究設備・機器システムの導入について」（平成 27 年 11 月科学技術・学術審議会先端

研究基盤部会）において運用すべきとされている「研究組織単位の研究設備・機器共用シス

テム（以下「機器共用システム」といいます。）」等の活用を前提としていただきます。詳し

くは、「4.13 研究設備・機器の共用促進に係る事項」をご参照ください。 

※２ 原則、ＪＳＴは日本側研究者の旅費を、相手国側 FA は相手国側研究者の旅費を負担しま

す。また、旅費は研究代表者が所属する研究機関の旅費規程に従って支出してください。 

(注) 研究費（直接経費）として支出できない経費の例 

・研究目的に合致しないもの 

・間接経費による支出が適当と考えられるもの 

・委託研究費の精算等において使用が適正でないと JST が判断するもの （※3） 

※3 JST では、委託研究契約書や事務処理説明書、府省共通経費取扱区分表等により、一

部の項目について、本事業特有のルール・ガイドラインを設けています。また、大学等

（大学、公的研究機関、公益法人等で JST が認めるもの）と企業等（主として民間企

業等の大学等以外の研究機関）では、取扱いが異なる場合があります。詳しくは、以下

の URL にて最新の事務処理説明書等をご参照ください。 

https://www.jst.go.jp/contract/index2.html 

 

3.3.2  間接経費 

間接経費とは、研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費であり、原則として研究費（直

接経費）の 30％が措置されます（国際緊急共同研究・調査支援プログラム(J-RAPID),日本―台湾

研究交流,ベルモント・フォーラム CRA(共同研究活動)は原則 10%）。研究機関は、「競争的資金

の間接経費の執行に係る共通指針」（平成 13 年 4 月 20 日 競争的資金に関する関係府省連絡会申

し合わせ/平成 26 年 5 月 29 日改正）に則り、間接経費の使用にあたり、使用に関する方針等を

作成の上、計画的かつ適正に執行するとともに、使途の透明性を確保する必要があります。 

 

3.3.3  複数年度契約と繰越制度について 

JST では、研究成果の最大化に向けた研究費のより効果的・効率的な使用および不正防止の観

点から、委託研究費の繰越や年度を跨る調達契約等が可能となるよう委託研究契約を複数年度契

約としています（なお、繰越制度に関しては、大学等と企業等とで取扱が異なる他、研究機関の事

https://www.jst.go.jp/contract/index2.html
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務管理体制等により複数年度契約及び繰越が認められない場合があります）。 

 

 

 

3.4  研究機関等の責務等 

研究機関は、研究を実施する上で、委託研究費の原資が公的資金であることを十分認識し、関係

する法令等を遵守するとともに、研究を効率的に実施するよう努めなければなりません。以下に掲

げられた責務が果たせない研究機関における研究実施は認められませんので、応募に際しては、研

究の実施を予定している全ての研究機関から事前承諾を確実に得てください。 

 

a. 研究機関は、原則として JST が提示する内容で研究契約を締結しなければなりません。また、

研究契約書、事務処理説明書、研究計画書に従って研究を適正に実施する義務があります。

研究契約が締結できない場合、もしくは当該研究機関での研究が適正に実施されないと判断

される場合には、当該研究機関における研究実施は認められません。 

※ 最新の委託研究契約書の雛型については、以下の URL をご参照ください。 

https://www.jst.go.jp/contract/index2.html 

b. 研究機関は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）（平成

19 年 2 月 15 日文部科学大臣決定／平成 26 年 2 月 18 日改正）」に基づき、研究機関の責任

において公的研究費の管理・監査の体制を整備した上で、委託研究費の適正な執行に努める

必要があります。また、研究機関は公的研究費の管理・監査に係る体制整備等の実施状況を

定期的に文部科学省へ報告するとともに、体制整備等に関する各種調査に対応する義務があ

ります。（「4.18（１）「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」

に基づく体制整備ついて」）。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1343904.htm 

c. 研究機関は、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン（平成 26 年 8 月

26 日文部科学大臣決定）」に基づき、研究機関の責任において必要な規程や体制を整備した

上で、不正行為の防止に努める必要があります。また、研究機関は当該ガイドラインを踏ま

えた体制整備等に関する各種調査に対応する義務があります。（「4.19（１）「研究活動におけ

る不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づく体制整備について」）。 

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/1351568.htm 

d. 研究機関は、研究参加者に対して、上記 b.c.記載のガイドラインの内容を十分認識させると

https://www.jst.go.jp/contract/index2.html
http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1343904.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/1351568.htm
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ともに、JST が定める研究倫理に係る教材を履修させる義務があります。 

e. 研究機関は、研究費執行に当たって、柔軟性にも配慮しつつ、研究機関の規程に従って適切

に支出・管理を行うとともに、JST が定める事務処理説明書等により本事業特有のルールを

設けている事項については当該ルールに従う必要があります。（科学研究費補助金を受給して

いる研究機関は、委託研究費の使途に関して事務処理説明書に記載のない事項について、研

究機関における科学研究費補助金の取扱いに準拠することが可能です。） 

f. 研究機関は、研究の実施に伴い発生する知的財産権が研究機関に帰属する旨の契約を研究参

加者と取り交わす、または、その旨を規定する職務規程を整備する必要があります。特に研

究機関と雇用関係のない学生が研究参加者となる場合は、当該学生が発明者となり得ないこ

とが明らかな場合を除き、本研究の実施の過程で当該学生が行った発明（考案等含む）に係

る知的財産権が研究機関に帰属するよう、あらかじめ当該学生と契約を締結する等の必要な

措置を講じておく必要があります。なお、知的財産権の承継の対価に関する条件等について、

発明者となる学生に不利益が生じないよう配慮した対応を行うこととしてください。 

また、当該知的財産権について、移転または専用実施権の設定等を行う場合は、原則とし

て事前に JST の承諾を得る必要がある他、出願・申請、設定登録、実施、放棄を行う場合は、

JST に対して所要の報告を行う義務があります。 

g. 研究機関は、JST による経理の調査や国の会計検査等に対応する義務があります。 

h. 研究機関は、事務管理体制や財務状況等に係る調査等により JST が指定する場合は、委託研

究費の支払い方法の変更や研究費の縮減等の措置に従う必要があります。 

また、JST の中長期目標期間終了時における事業評価により JST の解散や事業縮小が求め

られる場合や、国における予算措置の状況に変化が生じる場合には、委託研究契約の特約事

項に従って、契約期間中の契約解除や委託研究費縮減の措置を行うことがあります。また、研

究課題の中間評価等の結果を踏まえて、委託研究費の増減や契約期間の変更、研究中止等の

措置を行う場合があるほか、研究の継続が適切でないと JST が判断する場合には、契約期間

中であっても、契約解除等の措置を行うことがあります。研究機関は、これらの措置に従う必

要があります。 

i．研究機関が、国もしくは地方自治体の機関である場合、当該研究機関が委託研究契約を締結

するに当たっては、研究機関の責任において委託研究契約開始までに必要となる予算措置等

の手続きを確実に実施しなければなりません。（万が一、契約締結後に必要な手続きの不履行

が判明した場合、委託研究契約の解除、委託研究費の返還等の措置を講じる場合があります。） 

j. 研究開発活動の不正行為を未然に防止する取組の一環として、JST は、新規採択の研究課題
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に参画しかつ研究機関に所属する研究者等に対して、研究倫理に関する教材の受講および修

了を義務付けることとしました（受講等に必要な手続き等は JST で行います）。研究機関は

対象者が確実に受講・修了するよう対応ください。 

これに伴い JST は、当該研究者等が機構の督促にもかかわらず定める修了義務を果たさな

い場合は、委託研究費の全部又は一部の執行停止を研究機関に指示します。指示にしたがっ

て研究費の執行を停止するほか、指示があるまで、研究費の執行を再開しないでください。 

k. 研究の適切な実施や研究成果の活用等に支障が生じないよう知的財産権の取扱いや秘密保

持等に関して、JST との委託研究契約に反しない範囲で参画機関との間で共同研究契約を締

結するなど、必要な措置を講じてください。 

l . 委託研究費の執行に当たっては、国費を財源とすることから、経済性・効率性・有効性・合

規性・正確性に十分留意しつつ、その説明責任を果たせるよう適切な処理を行ってください。

また、計画的な執行に努めることとし、研究期間終了時又は年度末における予算消化を目的

とした調達等がないよう注意してください。 

 

3.5  その他留意事項 

3.5.1  出産・子育て・介護支援制度 

JST では男女共同参画推進の取り組みの一環として、出産・子育て・介護支援制度を実施して

います。本制度は JST 事業の研究費（直接経費）により専従雇用されている研究者が、ライフイ

ベント（出産・育児・介護）に際し研究を継続できること、また研究を一時中断せざるを得ない場

合は、研究に復帰した時点からのキャリア継続を図ることができることを目的として、研究課題

等に「男女共同参画推進費」（上限金額：月額 25 万円×支援月数）を支給します。 

詳しくは、以下ウェブサイトをご参照ください。 

https://www.jst.go.jp/diversity/about/research/child-care.html 

 

3.5.2  JREC-IN Portal のご利用について 

研究者人材データベース(JREC-IN Portal  https://jrecin.jst.go.jp/)は、国内最大級の研究人

材キャリア支援ポータルサイトとして、研究者や研究支援者、技術者などの研究にかかわる人材

の求人情報を無料で掲載し、閲覧できるサービスです。 

現在 、13 万人以上のユーザにご登録いただいている他、大学や公的研究機関、民間企業等の

求人情報を年間 19,000 件以上掲載しております。研究プロジェクトの推進に当たって高度な知

識をもつ研究人材（ポストドクター、研究者等）をお探しの際には、是非 JREC-IN Portal をご活

https://www.jst.go.jp/diversity/about/research/child-care.html
https://jrecin.jst.go.jp/
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用ください。 

また、JREC-IN Portal は researchmap と連携しており、researchmap の ID、パスワードで

JREC-IN Portal にログインできる他、JREC-IN Portal の履歴書、業績一覧の作成機能では、

researchmap に登録した情報を用いて、簡単にこれらの書式を作成いただけます。 

 

3.5.3  研究提案書記載事項等の情報の取扱いについて 

研究提案書は、提案者の利益の維持、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」

その他の観点から、選考以外の目的に使用しません。提案内容に関する秘密は厳守します。詳しく

は、下記ウェブサイトを御参照ください。 

 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415AC0000000059 

 

3.5.4  関係法令等への対応の遵守および法令遵守に関する確認書の提出について 

国際共同研究を実施するにあたっては、安全保障貿易管理上の取組、生物遺伝資源等に関する規

制への対応、個人情報の取扱、生命倫理・安全対策など、法令上必要な手続きを履践する必要があり

ます。 

本公募に申請する研究代表者が所属する研究機関は、想定されるリスクの評価と法令上必要な手

続きを履践すること、さらには必要に応じて学内等の倫理委員会を開催し承認を得る旨を誓約する

確認書を提出していただきます。 

確認書は申請書とともに JST に提出してください。手続き上、提出が間に合わないなど、特段の

事由に関しては、別途 JST が指定する期日までの提出期限延長の可能な場合があります。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415AC0000000059
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第 4 章 応募に際しての注意事項 

 

4.1  研究倫理教育に関するプログラムの受講・修了について 

研究提案者は、研究倫理教育に関するプログラムを修了していることが応募要件となります。修

了していることが確認できない場合は、応募要件不備とみなしますのでご注意ください。 

研究倫理教育に関するプログラムの受講と修了済み申告の手続きは以下の（1）～（2）のいず

れかにより行ってください。e-Rad での入力方法は「第 5 章 府省共通研究開発管理システム（e-

Rad）による応募方法について」をご参照ください。 

（1）所属機関におけるプログラムを修了している場合 

所属機関で実施している e ラーニングや研修会などの各種研究倫理教育に関するプログ

ラム（eAPRIN（旧 CITI）を含む）を応募申請時点で修了している場合は、e-Rad の応募情

報入力画面で、修了していることを申告してください。 

 

（2）所属機関におけるプログラムを修了していない場合（所属機関においてプログラムが実施

されていない場合を含む） 

a. 過去に JST の事業等において eAPRIN（旧 CITI）を修了している場合 

JST の事業等において、eAPRIN（旧 CITI）を応募申請時点で修了している場合は、e-

Rad の応募情報入力画面で、修了していることを申告してください。 

b. 上記 a.以外の場合 

所属機関において研究倫理教育に関するプログラムが実施されていないなど、所属機関で研

究倫理教育に関するプログラムを受講することが困難な場合は、JST を通じて eAPRIN（旧

CITI）ダイジェスト版を受講することができます。受講に当たっては、下記 URL より受講登

録をしてください。 

https://edu2.aprin.or.jp/ard/ 

 

ダイジェスト版受講登録および受講にかかる所要時間はおおむね 1～2 時間程度で、費用負

担は必要ありません。受講登録後速やかに受講した上で、e-Rad の応募情報入力画面で、受

講済みであること及び修了証に記載されている修了証番号（修了年月日の右隣にある Ref #

等）または受講確認書に記載されている受講確認書番号（数字 7 桁+ARD）を申告してくだ

さい。 
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■研究倫理教育に関するプログラムの内容についての相談窓口 

国立研究開発法人科学技術振興機構 監査･法務部 研究公正課 

E-mail： rcr-kousyu@jst.go.jp 

■公募に関する相談窓口 

国立研究開発法人科学技術振興機構 国際部 事業実施グループ 

E-mail： ×××△△△@jst.go.jp 

※メール本文に公募名、e-Rad の課題 ID、研究提案者名、課題名を記載してください。 

 

研究倫理教育に関するプログラムの受講と修了申告フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、JST では、採択された場合、研究提案者だけでなく、本事業に参画する研究者等について

「eAPRIN（旧 CITI）」の指定単元を受講・修了していただくことを義務づけております。次年度

においても同様に対応しますので、採択の場合は、原則 として全ての研究参加者に「eAPRIN（旧

CITI）」の単元を受講･修了していただきます（ただし、所属機関や JST の事業等において、既に

JST が指定する eAPRIN（旧 CITI）の単元を修了している場合を除きます）。 

 

4.2  不合理な重複・過度の集中に対する措置 

○不合理な重複に対する措置 

研究者が、同一の研究者による同一の研究課題（競争的資金が配分される研究の名称及びその

内容をいう。）に対して、国又は独立行政法人（国立研究開発法人含む。）の複数の競争的資金が
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不必要に重ねて配分される状態であって次のいずれかに該当する場合、本事業において選考対象

からの除外、採択の決定の取消し、又は経費の削減（以下｢採択の決定の取消し等｣といいます。）

を行うことがあります。 

・実質的に同一（相当程度重なる場合を含む。以下同じ）の研究課題について、複数の競争的

資金に対して同時に応募があり、重複して採択された場合 

・既に採択され、配分済の競争的資金と実質的に同一の研究課題について、重ねて応募があ

った場合 

・複数の研究課題の間で、研究費の用途について重複がある場合 

・その他これに準ずる場合 

なお、本事業への応募段階において、他の競争的資金制度等への応募を制限するものではあり

ませんが、他の競争的資金制度等に採択された場合には速やかに本事業の事務担当に報告してく

ださい。この報告に漏れがあった場合、本事業において、採択の決定の取消し等を行う可能性が

あります。 

 

○過度の集中に対する措置 

本事業に提案された研究内容と、他の競争的資金制度等を活用して実施している研究内容が異

なる場合においても、当該研究者又は研究グループ（以下「研究者等」といいます。）に当該年度

に配分される研究費全体が効果的・効率的に使用できる限度を超え、その研究期間内で使い切れ

ない程の状態であって、次のいずれかに該当する場合には、本事業において、採択の決定の取消

し等を行うことがあります。 

・研究者等の能力や研究方法等に照らして、過大な研究費が配分されている場合 

・当該研究課題に配分されるエフォート（研究者の全仕事時間（※）に対する当該研究の実施

に必要とする時間の配分割合（％））に比べ過大な研究費が配分されている場合 

・不必要に高額な研究設備の購入等を行う場合 

・その他これらに準ずる場合 

このため、本事業への応募書類の提出後に、他の競争的資金制度等に応募し採択された場合等、

記載内容に変更が生じた場合は、速やかに本事業の事務担当に報告してください。この報告に漏

れがあった場合、本事業において、採択の決定の取消し等を行う可能性があります。 

※研究者の全仕事時間とは、研究活動の時間のみを指すのではなく、教育活動中や管理業務等

を含めた実質的な全仕事時間を指します。 
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エフォートの考え方 

エフォートの定義について 

○第 3 期科学技術基本計画によれば、エフォートは「研究に携わる個人が研究、教育、管理業務

等の各業務に従事する時間配分」と定義されています。 

○研究者の皆様が課題を申請する際には、当該研究者の「全仕事時間に対する当該研究の実施に

必要とする時間の配分割合」※を記載していただくことになります。 

○なお、この「全仕事時間」には、研究活動にかかる時間のみならず、教育活動や管理業務等にか

かる時間が含まれることに注意が必要です。 

 

○したがって、エフォートの値は、研究計画の見直し・査定等に応じて、変更し得ることになりま

す。 

例：年度途中にプロジェクトαが打ち切られ、プロジェクトβに採択された場合の全仕事時間

の配分状況（この他、プロジェクトγを一年間にわたって実施） 

 

 

○このケースでは、9 月末でプロジェクトαが終了（配分率 40％）するとともに、10 月から新た

にプロジェクトβが開始（配分率 50％）されたことにより、プロジェクトγのエフォート値が

30％から 20％に変化することになります。 

 

※「競争的資金の適正な執行に関する指針」(競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ、平

成 29 年 6 月 22 日改正) 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

４月～９月

10月～

プロジェクトα プロジェクトβ プロジェクトγ 教育活動 管理業務

終了 

【新規】 

教育活動 

２０％ 

教育活動 

２０％ 

管理業務 

１０％ 

管理業務 
１０％ 

プロジェクトγ 

２０％ 

プロジェクトγ 

３０％ 
プロジェクトα 

４０％ 

プロジェクトβ 

５０％ 
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○不合理な重複・過度の集中排除のための、応募内容に関する情報提供 

不合理な重複・過度の集中を排除するために、必要な範囲内で、応募（又は採択課題・事業）

内容の一部に関する情報を、府省共通研究開発管理システム（e-Rad）などを通じて、他府省を

含む他の競争的資金制度等の担当に情報提供する場合があります。また、他の競争的資金制度等

におけるこれらの確認を行うため求められた際に、同様に情報提供を行う場合があります。 

 

4.3  他府省を含む他の競争的資金等の応募受入状況 

不合理な重複・過度の集中排除に関する記入内容について、事実と異なる記載をした場合は、研

究課題の不採択、採択取消し又は減額配分とすることがあります。 

 

4.4  不正使用及び不正受給への対応 

実施課題に関する研究費の不正な使用及び不正な受給（以下「不正使用等」といいます。）につい

ては以下のとおり厳格に対応します。 

 

○研究費の不正使用等が認められた場合の措置 

（ⅰ）契約の解除等の措置 

不正使用等が認められた課題について、委託契約の解除・変更を行い、委託費の全部又は一部

の返還を求めます。また、次年度以降の契約についても締結しないことがあります。 

 

（ⅱ）申請及び参加※1 資格の制限等の措置 

本事業の研究費の不正使用等を行った研究者（共謀した研究者も含む。以下「不正使用等を行

った研究者」といいます。）や、不正使用等に関与したとまでは認定されなかったものの善管注

意義務に違反した研究者※2 に対し、不正の程度に応じて下記の表のとおり、本事業への申請及

び参加資格の制限措置、もしくは厳重注意措置をとります。 

また、他府省及び他府省所管の独立行政法人を含む他の競争的資金等の担当に当該不正使用

等の概要（不正使用等をした研究者名、事業名、所属機関、研究課題、予算額、研究年度、不正

等の内容、講じられた措置の内容等）を提供することにより、他府省を含む他の競争的資金制度

において、申請及び参加資格が制限される場合があります。 

※1 「申請及び参加」とは、新規課題の提案、応募、申請を行うこと、共同研究者等として新

たに研究に参加すること、進行中の研究課題（継続課題）への研究代表者又は共同研究

者等として参加することを指します。 
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※2 「善管注意義務に違反した研究者」とは、不正使用等に関与したとまでは認定されなか

ったものの、善良な管理者の注意をもって事業を行うべき義務に違反した研究者のこと

を指します。 
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不正使用及び不正受給に係る

応募制限の対象者 
不正使用の程度 応募制限期間※３ 

不正使用を行った研究者及び

それに共謀した研究者 

※１ 

1 個人の利益を得るための私的流用 10 年 

2  1 以

外 

①社会への影響が大きく、行為

の悪質性も高いと判断される

もの 

５年 

 

② ①及び③以外のもの ２～４年 

③ 社会への影響が小さく、行

為の悪質性も低いと判断され

るもの 

１年 

偽りその他不正な手段により

競争的資金を受給した研究者

及びそれに共謀した研究者 

 ５年 

不正使用に直接関与していな

いが善管注意義務に違反して

使用を行った研究者 

※２ 

 

善管注意義務を有する研

究者の義務違反の程度に

応じ、上限２年、下限１年 

以下の場合は申請及び参加資格を制限せず、厳重注意を通知する。 

※1 において、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断され、かつ不正使用額が少

額な場合 

※2 において、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断された場合 

※3 不正使用等が認定された当該年度についても、参加資格を制限します。 

   

 （ⅲ）不正事案の公表について 

本事業において、研究費の不正使用等を行った研究者や、善管注意義務に違反した研究者

のうち、本事業への申請及び参加資格が制限された研究者については、当該不正事案等の概

要（研究者氏名、事業名、所属機関、研究年度、不正の内容、講じられた措置の内容）につい

て、JST において原則公表することとします。また、当該不正事案の概要（事業名、所属機

関、研究年度、不正の内容、講じられた措置の内容）について、文部科学省においても原則公
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表されます。 

また、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」において

は、調査の結果、不正を認定した場合、研究機関は速やかに調査結果を公表することとされて

いますので、各機関においては同ガイドラインを踏まえて適切に対応してください。 

※現在文部科学省のウェブサイトにおいて公表している不正事案の概要については、以下の

URLをご参照ください。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1364929.htm 

 

4.5  他の競争的資金制度で申請及び参加資格の制限が行われた研究者に対する措置 

国又は独立行政法人が所管している他の競争的資金制度※において、研究費の不正使用等により

制限が行われた研究者については、他の競争的資金制度において応募資格が制限されている期間中、

本事業への申請及び参加資格を制限します。 

「他の競争的資金制度」について、令和元年度以降に新たに公募を開始する制度も含みます。な

お、平成３０年度以前に終了した制度においても対象となります。 

 ※現在、具体的に対象となる制度につきましては、以下のウェブサイトをご覧ください。 

https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/ 

 

4.6  関係法令等に違反した場合の措置 

関係法令・指針等に違反し、研究を実施した場合には、当該法令等に基づく処分・罰則の対象と

なるほか、研究費の配分の停止や、研究費の配分決定を取り消すことがあります。 

 

4.7  間接経費に係る領収書の保管及び使用実績の報告について 

間接経費の配分を受ける研究機関においては、間接経費の適切な管理を行うとともに、間接経費

の適切な使用を証する領収書等の書類を、事業完了の年度の翌年度から 5 年間適切に保管してくだ

さい。 

また、間接経費の配分を受けた研究機関は、毎年度の間接経費使用実績を翌年度の 6 月 30 日ま

でに府省共通研究管理システム（e-Rad）を通じて JST に報告が必要となります（複数の競争的資

金を獲得した研究機関においては、それらの競争的資金に伴う全ての間接経費をまとめて報告して

ください）。報告に関する e-Rad の操作方法が不明な場合は、e-Rad の操作マニュアル

（ https://www.e-rad.go.jp/manual/for_organ.html ） 又 は 「 よ く あ る 質 問 と 答 え 」

（http://faq.e-rad.go.jp/EokpControl?&event=CE0002&cid=13593）を参照してください。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1364929.htm
https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/
https://www.e-rad.go.jp/manual/for_organ.html
http://faq.e-rad.go.jp/EokpControl?&event=CE0002&cid=13593
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4.8  繰越について 

事業の進捗に伴い、試験研究に際しての事前の調査又は研究方式の決定の困難、計画又は設計に

関する諸条件、気象の関係、資材の入手難その他のやむを得ない事由により、年度内に支出を完了

することが期し難い場合には、最長翌年度末までの繰越を認める場合があります。 

 

4.9  府省共通経費取扱区分表について 

本事業では、競争的資金において共通して使用することになっている府省共通経費取扱区分表に

基づき、費目構成を設定していますので、経費の取扱については以下の府省共通経費取扱区分表を

参照してください。 

https://www.jst.go.jp/contract/index2.html 

https://www.jst.go.jp/contract/download/2019/2019inters309betsu190401.pdf 

 

4.10  費目間流用について 

費目間流用については、JST の承認を経ずに流用可能な範囲を、直接経費総額の 50％以内とし

ています。 

 

4.11  年度末までの研究期間の確保について 

JST においては、研究者が年度末一杯まで研究を実施することができるよう、全ての競争的資金

において以下のとおり対応しています。 

（１）研究機関及び研究者は、事業完了後、速やかに成果物として事業完了届を提出することと

し、JST においては、事業の完了と研究成果の検収等を行う。 

（２）会計実績報告書の提出期限を５月 31 日とする(終了時期が 3 月 31 日の場合)。 

（３）研究成果報告書の提出期限を５月 31 日とする(終了時期が 3 月 31 日の場合)。 

各研究機関は、これらの対応が、年度末までの研究期間の確保を図ることを目的としていること

を踏まえ、機関内において必要な体制の整備に努めてください。 

 

4.12  社会との対話・協働の推進について 

 

「国民との科学・技術対話」の推進について（基本的取組方針）（平成 22 年 6 月 19 日科学技術

政策担当大臣及び有識者議員決定）においては、本公募に採択され、1 件当たり年間 3,000 万円以

http://www.jst.go.jp/contract/index2.html
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上の公的研究費（競争的資金またはプロジェクト研究資金）の配分を受ける場合には、「国民との

科学・技術対話」により、科学技術の優れた成果を絶え間なく創出し、我が国の科学技術をより一

層発展させるためには、科学技術の成果を国民に還元するとともに、国民の理解と支持を得て、共

に科学技術を推進していく姿勢が不可欠であるとされています。また、これに加えて、第 5 期科学

技術基本計画（平成 28 年 1 月 22 日閣議決定）においては、科学技術と社会とを相対するものと

して位置付ける従来型の関係を、研究者、国民、メディア、産業界、政策形成者といった様々なス

テークホルダーによる対話・協働、すなわち「共創」を推進するための関係に深化させることが求

められています。これらの観点から、研究活動の内容や成果を社会・国民に対して分かりやすく説

明する取組み多様なステークホルダー間の対話・協働を推進するための取組みが求められています。

このことを踏まえ、研究成果に関しての市民講座、シンポジウム及びインターネット上での研究成

果の継続的配信、多様なステークホルダーを巻き込んだ円卓会議等の本活動について、積極的に取

り組むようお願いします。 

 

（参考）「国民との科学・技術対話」の推進について（基本的取組方針） 

https://www8.cao.go.jp/cstp/output/20100619taiwa.pdf 

（参考）「第 5 期科学技術基本計画」 

https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/5honbun.pdf 

 

 

4.13  バイオサイエンスデータベースセンターからのデータ公開について 

バイオサイエンスデータベースセンター（NBDC）（https://biosciencedbc.jp/）は、様々な研

究機関等によって作成されたライフサイエンス分野データベースの統合的な利用を推進するため

に、平成 23 年 4 月に独立行政法人科学技術振興機構に設置されたものです。「ライフサイエンス

データベース統合推進事業の進捗と今後の方向性について」（平成 25 年 1 月 17 日）では、同セン

ターが中心となってデータ及びデータベースの提供を受ける対象事業の拡大を行うこととされて

います。 

これらを踏まえ、本事業により得られる次の種類のデータおよびデータベースについて、同セン

ターからの公開にご協力をお願いします。 

 

No. データの種類 公開先 公開先 URL 

1 構築した公開用データベースの概要 Integbio データベー https://integbio.jp

https://www8.cao.go.jp/cstp/output/20100619taiwa.pdf
https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/5honbun.pdf
https://biosciencedbc.jp/?utm_source=jst&utm_medium=documents&utm_campaign=application-guide
https://integbio.jp/dbcatalog/?utm_source=jst&utm_medium=documents&utm_campaign=application-guide
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No. データの種類 公開先 公開先 URL 

スカタログ /dbcatalog/ 

2 

論文発表等で公表した成果に関わる

データの複製物、又は構築した公開用

データベースの複製物 

生命科学データベー

スアーカイブ 

https://dbarchive.

biosciencedbc.jp/ 

3 2 のうち、ヒトに関するもの 
NBDC ヒトデータベ

ース 

https://humandbs.

biosciencedbc.jp/ 

 

＜問い合わせ先＞ 

国立研究開発法人科学技術振興機構バイオサイエンスデータベースセンター 

電話：03-5214-8491 

e-mail: nbdc-kikaku@jst.go.jp 

 

4.14  研究設備・機器の共用促進について 

「研究成果の持続的創出に向けた競争的研究費改革について（中間取りまとめ）」（平成 27 年 6

月 24 日 競争的研究費改革に関する検討会）においては、そもそもの研究目的を十全に達成するこ

とを前提としつつ、汎用性が高く比較的大型の設備・機器は共用を原則とすることが適当であると

されています。 

また、「研究組織のマネジメントと一体となった新たな研究設備・機器共用システムの導入につ

いて」（平成 27 年 11 月科学技術・学術審議会先端研究基盤部会）にて、大学及び国立研究開発法

人等において「研究組織単位の研究設備・機器の共用システム」（以下「機器共用システム」といい

ます。）を運用することが求められています。 

これらを踏まえ、本事業により購入する研究設備・機器について、特に大型で汎用性のあるもの

については、他の研究費における管理条件の範囲内において、所属機関・組織における機器共用シ

ステムに従って、当該研究課題の推進に支障ない範囲での共用、他の研究費等により購入された研

究設備・機器の活用、複数の研究費の合算による購入・共用などに積極的に取り組んでください。

なお、共用機器・設備としての管理と当該研究課題の研究目的の達成に向けた機器等の使用とのバ

ランスを取る必要に留意してください。 

また、上述の機器共用システム以外にも、大学共同利用機関法人自然科学研究機構分子科学研究

所において全国的な設備の相互利用を目的として実施している「大学連携研究設備ネットワーク事

業」や各国立大学において「設備サポートセンター整備事業」等により構築している全学的な共用

システムとも積極的に連携を図り、研究組織や研究機関の枠を越えた研究設備・機器の共用を促進

https://integbio.jp/dbcatalog/?utm_source=jst&utm_medium=documents&utm_campaign=application-guide
https://dbarchive.biosciencedbc.jp/?utm_source=jst&utm_medium=documents&utm_campaign=application-guide
https://dbarchive.biosciencedbc.jp/?utm_source=jst&utm_medium=documents&utm_campaign=application-guide
https://humandbs.biosciencedbc.jp/?utm_source=jst&utm_medium=documents&utm_campaign=application-guide
https://humandbs.biosciencedbc.jp/?utm_source=jst&utm_medium=documents&utm_campaign=application-guide
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してください。 

 

○「研究組織のマネジメントと一体となった新たな研究設備・機器共用システムの導入について」 

（平成 27 年 11 月 25 日 科学技術・学術審議会先端研究基盤部会） 

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2

016/01/21/1366216_01_1.pdf 

○「研究成果の持続的創出に向けた競争的研究費改革について（中間取りまとめ）」 

（平成 27 年 6 月 24 日 競争的研究費改革に関する検討会） 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shinkou/039/gaiyou/1359306.htm 

○競争的資金における使用ルール等の統一について 

（平成 29 年 4 月 20 日改正 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ） 

https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/shishin3_siyouruuru.pdf 

○「大学連携研究設備ネットワーク事業」 

https://chem-eqnet.ims.ac.jp/ 

 

4.15  博士課程（後期）学生の処遇の改善について 

第 3 期、第 4 期及び第 5 期科学技術基本計画においては、優秀な学生、社会人を国内外から引

き付けるため、大学院生、特に博士課程（後期）学生に対する経済的支援を充実すべく、「博士課程

（後期）在籍者の 2 割程度が生活費相当額程度を受給できることを目指す」ことが数値目標として

掲げられています。 

また、「未来を牽引する大学院教育改革（審議まとめ）」（平成 27 年 9 月 15 日 中央教育審議会

大学分科会）においても、博士課程（後期）学生に対する多様な財源による RA（リサーチ・アシ

スタント）雇用や TA（ティーチング・アシスタント）の充実を図ること、博士課程（後期）学生の

RA 雇用及び TA 雇用に当たっては、生活費相当額程度の給与の支給を基本とすることが求められ

ています。 

これらを踏まえ、本事業により、博士課程（後期）学生を積極的に RA・TA として雇用するとと

もに、給与水準を生活費相当額とすることを目指しつつ、労働時間に見合った適切な設定に努めて

ください。 

 

4.16  若手の博士研究員の多様なキャリアパスの支援について 

「文部科学省の公的研究費により雇用される若手博士研究員の多様なキャリアパス支援に関す

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/01/21/1366216_01_1.pdf
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/01/21/1366216_01_1.pdf
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shinkou/039/gaiyou/1359306.htm
https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/shishin3_siyouruuru.pdf
https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/shishin3_siyouruuru.pdf
https://chem-eqnet.ims.ac.jp/
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る 基 本 方 針 」【 平 成 23 年 12 月 20 日 科 学 技 術 ・ 学 術 審 議 会 人 材 委 員 会 】

（http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu10/toushin/1317945.htm）にお

いて、「公的研究費により若手の博士研究員を雇用する公的研究機関および研究代表者に対して、

若手の博士研究員を対象に、国内外の多様なキャリアパスの確保に向けた支援に積極的に取り組む」

ことが求められています。これを踏まえ、本公募に採択され、公的研究費（競争的資金その他のプ

ロジェクト研究資金や、大学向けの公募型教育研究資金）により、若手の博士研究員を雇用する場

合には、当該研究員の多様なキャリアパスの確保に向けた支援への積極的な取組をお願いいたしま

す。 

また、当該取組への間接経費の活用も検討してください。 

 

4.17  安全保障貿易管理について（海外への技術漏洩への対処） 

研究機関では多くの最先端技術が研究されており、特に大学では国際化によって留学生や外国人

研究者が増加する等により、先端技術や研究用資材・機材等が流出し、大量破壊兵器等の開発・製

造等に悪用される危険性が高まってきています。そのため、研究機関が当該委託研究を含む各種研

究活動を行うに当たっては、軍事的に転用されるおそれのある研究成果等が、大量破壊兵器の開発

者やテロリスト集団など、懸念活動を行うおそれのある者に渡らないよう、研究機関による組織的

な対応が求められます。 

日本では、外国為替及び外国貿易法（昭和 24 年法律第 228 号）（以下「外為法」といいます。）

に基づき輸出規制（※）が行われています。したがって、外為法で規制されている貨物や技術を輸

出（提供）しようとする場合は、原則として、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。外為

法をはじめ、国の法令・指針・通達等を遵守してください。関係法令・指針等に違反し、研究を実

施した場合には、法令上の処分・罰則に加えて、研究費の配分の停止や、研究費の配分決定を取り

消すことがあります。 

※ 現在、我が国の安全保障輸出管理制度は、国際合意等に基づき、主に①炭素繊維や数値制御

工作機械などある一定以上のスペック・機能を持つ貨物（技術）を輸出（提供）しようとす

る場合に、原則として、経済産業大臣の許可が必要となる制度（リスト規制）と②リスト規

制に該当しない貨物（技術）を輸出（提供）しようとする場合で、一定の要件（用途要件・需

要者要件又はインフォーム要件）を満たした場合に、経済産業大臣の許可を必要とする制度

（キャッチオール規制）の 2 つから成り立っています。 

物の輸出だけではなく技術提供も外為法の規制対象となります。リスト規制技術を非居住者に提

供する場合や、外国において提供する場合には、その提供に際して事前の許可が必要です。技術提

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu10/toushin/1317945.htm
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供には、設計図・仕様書・マニュアル・試料・試作品などの技術情報を、紙・メールや CD・DVD・

USB メモリなどの記憶媒体で提供することはもちろんのこと、技術指導や技能訓練などを通じた

作業知識の提供やセミナーでの技術支援なども含まれます。外国からの留学生の受入れや、共同研

究等の活動の中にも、外為法の規制対象となり得る技術のやりとりが多く含まれる場合があります。 

経済産業省等のウェブサイトで、安全保障貿易管理の詳細が公開されています。詳しくは下記を

ご参照ください。 

・経済産業省：安全保障貿易管理（全般） 

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/ 

・経済産業省：安全保障貿易管理ハンドブック 

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/seminer/shiryo/handbook.pdf 

・一般財団法人安全保障貿易情報センター 

http://www.cistec.or.jp/index.html 

・経済産業省：安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（大学・研究機関用） 

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_ji

shukanri03.pdf 

 

4.18  「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」について 

（１）「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づく体制整備

について 

本事業の応募、研究実施等に当たり、研究機関は、「研究機関における公的研究費の管理・監査

のガイドライン（実施基準）」（平成 26 年 2 月 18 日改正）※１の内容について遵守する必要があ

ります。 

研究機関においては、標記ガイドラインに基づいて、研究機関の責任の下、研究費の管理・監

査体制の整備を行い、研究費の適切な執行に努めていただきますようお願いします。ガイドライ

ンに基づく体制整備状況の調査の結果、文部科学省が機関の体制整備等の状況について不備を認

める場合、当該機関に対し、文部科学省及び文部科学省が所管する独立行政法人から配分される

全ての競争的資金の間接経費削減等の措置を行うことがあります。 

※１「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」については、以

下のウェブサイトをご参照ください。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1343904.htm 

 

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/seminer/shiryo/handbook.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/seminer/shiryo/handbook.pdf
http://www.cistec.or.jp/index.html
http://www.cistec.or.jp/index.html
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03.pdf
http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1343904.htm
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（２）「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づく「体制整

備等自己評価チェックリスト」の提出について 

本事業の契約に当たり、各研究機関では標記ガイドラインに基づく研究費の管理・監査体制を

整備すること、及びその状況等についての報告書である「体制整備等自己評価チェックリスト」

（以下「チェックリスト」といいます。）を提出することが必要です。（チェックリストの提出が

ない場合の研究実施は認められません。） 

このため、以下のウェブサイトの様式に基づいて、委託研究契約締結日までに、研究機関から

文部科学省研究振興局振興企画課競争的資金調整室に、府省共通研究開発管理システム（e-Rad）

を利用して、チェックリストが提出されていることが必要です。ただし、平成３１年４月以降、

別途の機会でチェックリストを提出している場合は、今回新たに提出する必要はありません。ま

た、研究活動を行わない機関及び研究活動は行うが、文部科学省及び文部科学省が所管する独立

行政法人から予算の配分又は措置を受けない機関についても、提出は不要です。 

チェックリストの提出方法の詳細については、下記文部科学省ウェブサイトをご覧ください。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1301688.htm 

※注意：なお、提出には、e-Rad の利用可能な環境が整っていることが必須となります。

登録には通常 2 週間程度を要しますので、十分にご注意ください。e-Rad 利用に

係る手続きの詳細については、下記ウェブサイトをご覧ください。 

https://www.e-rad.go.jp/organ/index.html 

なお、標記ガイドラインにおいて「情報発信・共有化の推進」の観点を盛り込んでいるため、

本チェックリストについても研究機関のウェブサイト等に掲載し、積極的な情報発信を行ってい

ただくようお願いいたします。 

 

4.19  「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」について 

（１）「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づく体制整備について 

研究機関は、本事業への応募及び研究活動の実施に当たり、「研究活動における不正行為への

対応等に関するガイドライン」（平成 26 年 8 月 26 日文部科学大臣決定）※１を遵守することが

求められます。 

標記ガイドラインに基づく体制整備状況の調査の結果、文部科学省が機関の体制整備等の状況

について不備を認める場合、当該機関に対し、文部科学省及び文部科学省が所管する独立行政法

人から配分される全ての競争的資金の間接経費削減等の措置を行うことがあります。 

※1「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」については、以下のウェ

http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1301688.htm


第 4 章   応募に際しての注意事項 

35 

ブサイトをご参照ください。 

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/1351568.htm 

 

（２）「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づく取組状況に係るチ

ェックリストの提出について 

本事業の契約に当たり、各研究機関は、「「研究活動における不正行為への対応等に関するガイ

ドライン」に基づく取組状況に係るチェックリスト」（以下「研究不正行為チェックリスト」とい

います。）を提出することが必要です。（研究不正行為チェックリストの提出がない場合の研究実

施は認められません。） 

このため、以下のウェブサイトの様式に基づいて、委託研究契約締結日までに、研究機関から

文部科学省科学技術・学術政策局人材政策課研究公正推進室に、府省共通研究開発管理システム

（e-Rad）を利用して、研究不正行為チェックリストが提出されていることが必要です。ただし、

平成３１年４月以降、別途の機会で研究不正行為チェックリストを提出している場合は、今回新

たに提出する必要はありません。また、研究活動を行わない機関及び研究活動は行うが、文部科

学省及び文部科学省が所管する独立行政法人から予算の配分又は措置を受けない機関について

も、提出は不要です。 

研究不正行為チェックリストの提出方法の詳細については、下記文部科学省ウェブサイトをご

覧ください。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/1374697.htm 

※注意：なお、提出には、e-Rad の利用可能な環境が整っていることが必須となります。

登録には通常 2 週間程度を要しますので、十分にご注意ください。e-Rad 利用に

係る手続きの詳細については、下記ウェブサイトをご覧ください。 

https://www.e-rad.go.jp/organ/index.html 

 

（３）「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づく研究活動における

不正行為に対する措置について 

本事業において、研究活動における不正行為があった場合、以下のとおり厳格に対応します。 

 

（ⅰ）契約の解除等の措置 

本事業の研究課題において、特定不正行為（捏造、改ざん、盗用）が認められた場合、事案

に応じて、委託契約の解除・変更を行い、委託費の全部又は一部の返還を求めます。また、次

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/1351568.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/1374697.htm
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年度以降の契約についても締結しないことがあります。 

 

（ⅱ）申請及び参加資格制限の措置 

本事業による研究論文・報告書等において、特定不正行為に関与した者や、関与したとまで

は認定されなかったものの当該論文・報告書等の責任者としての注意義務を怠ったこと等によ

り、一定の責任があると認定された者に対し、特定不正行為の悪質性等や責任の程度により、

下記の表のとおり、本事業への申請及び参加資格の制限措置を講じます。 

また、申請及び参加資格の制限措置を講じた場合、文部科学省及び文部科学省所管の独立行

政法人が配分する競争的資金制度等（以下「文部科学省関連の競争的資金制度等」といいます。）

の担当、他府省及び他府省所管の独立行政法人が配分する競争的資金制度（以下「他府省関連

の競争的資金制度」といいます。）の担当に情報提供することにより、文部科学省関連の競争的

資金制度等及び他府省関連の競争的資金制度において、同様に、申請及び参加資格が制限され

る場合があります。 
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特定不正行為に係る応募制限の対象者 特定不正行為の程度 応募制限期間※ 

特定不正

行為に関

与した者 

１．研究の当初から特定不正

行為を行うことを意図してい

た場合など、特に悪質な者 

 １０年 

２．特定不

正行為があ

った研究に

係る論文等

の著者 

当該論文等の責

任を負う著者

（監修責任者、

代表執筆者又は

これらのものと

同等の責任を負

うと認定された

もの） 

当該分野の研究の進展へ

の影響や社会的影響が大

きく、又は行為の悪質性

が高いと判断されるもの 

５～７年 

当該分野の研究の進展へ

の影響や社会的影響が小

さく、又は行為の悪質性

が低いと判断されるもの 

３～５年 

上記以外の著者  ２～３年 

３．１．及び２．を除く特定

不正行為に関与した者 
 ２～３年 

特定不正行為に関与していないものの、

特定不正行為のあった研究に係る論文等

の責任を負う著者（監修責任者、代表執

筆者又はこれらの者と同等の責任を負う

と認定された者） 

当該分野の研究の進展へ

の影響や社会的影響が大

きく、又は行為の悪質性

が高いと判断されるもの 

２～３年 

当該分野の研究の進展へ

の影響や社会的影響が小

さく、又は行為の悪質性

が低いと判断されるもの 

１～２年 

 ※ 特定不正行為等が認定された当該年度についても、参加資格を制限します。 
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（ⅲ）競争的資金制度等及び基盤的経費で申請及び参加資格の制限が行われた研究者に対する措

置 

文部科学省関連の競争的資金制度等や国立大学法人、大学共同利用機関法人及び文部科学省

所管の独立行政法人に対する運営費交付金、私学助成金等の基盤的経費、他府省関連の競争的

資金制度による研究活動の特定不正行為により申請及び参加資格の制限が行われた研究者に

ついては、その期間中、本事業への申請及び参加資格を制限します。 

 

（ⅳ）不正事案の公表について 

本事業において、研究活動における不正行為があった場合、当該不正事案等の概要（研究者

氏名、事業名、所属機関、研究年度、不正の内容、講じられた措置の内容）について、JST に

おいて原則公表することとします。また、当該事案の概要（不正事案名、不正行為の種別、不

正事案の研究分野、不正行為が行われた経費名称、不正事案の内容、研究機関が行った措置、

配分機関が行った措置等）について、文部科学省においても原則公表されます。 

また、標記ガイドラインにおいては、不正を認定した場合、研究機関は速やかに調査結果を

公表することとされていますので、各機関において適切に対応してください。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/1360483.htm 

 

4.20  研究倫理教育及びコンプライアンス教育の履修義務について 

本事業への研究課題に参画する研究者等は、「研究活動における不正行為への対応等に関するガ

イドライン」にて求められている研究活動における不正行為を未然に防止するための研究倫理教育

及び「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」にて求められているコンプライ

アンス教育を受講することになります。 

提案した研究課題が採択された後、委託研究契約の締結手続きの中で、研究代表者は、本事業へ

の研究課題に参画する研究者等全員が研究倫理教育及びコンプライアンス教育を受講し、内容を理

解したことを確認したとする文書を提出することが必要です。 

 

4.21  e-Rad 上の課題等の情報の取扱いについて 

採択された個々の課題に関する e-Rad 上の情報（事業名、研究課題名、所属研究機関名、研究代

表者名、予算額、実施期間及び課題概要）については、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関

する法律」（平成 13 年法律第 140 号）第 5 条第 1 号イに定める「公にすることが予定されている

情報」であるものとして取扱います。これらの情報については、採択後適宜本事業のウェブサイト

http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/1360483.htm
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において公開します。 

 

4.22  e-Rad からの内閣府への情報提供等について 

第 5 期科学技術基本計画（平成 28 年 1 月閣議決定）においては、客観的根拠に基づく科学技術

イノベーション政策を推進するため、公募型資金について、府省共通研究開発管理システム（e-Rad）

への登録の徹底を図って評価・分析を行うこととされており、e-Rad に登録された情報は、国の資

金による研究開発の適切な評価や、効果的・効率的な総合戦略、資源配分方針等の企画立案等に活

用されます。これを受けて、CSTI 及び関係府省では、公募型研究資金制度のインプットに対する

アウトプット、アウトカム情報を紐付けるため、論文・特許等の成果情報や会計実績の e-Rad で

の登録を徹底することとしています。 

このため、採択された課題に係る各年度の研究成果情報・会計実績情報及び競争的資金に係る間

接経費執行実績情報について、e-Rad での入力をお願いします。 

研究成果情報・会計実績情報を含め、マクロ分析に必要な情報が内閣府に提供されることになり

ます。 

 

4.23  研究者情報の researchmap への登録について 

researchmap（https://researchmap.jp/）は日本の研究者総覧として国内最大級の研究者情報

データベースで、登録した業績情報は、インターネットを通して公開することもできます。また、

researchmap は、e-Rad や多くの大学の教員データベースとも連携しており、登録した情報を他

のシステムでも利用することができるため、研究者の方が様々な申請書やデータベースに何度も同

じ業績を登録する必要がなくなります。 

researchmap で登録された情報は、国等の学術・科学技術政策立案の調査や統計利用目的でも

有効活用されておりますので、本事業実施者は、researchmap に登録くださるよう、ご協力をお

願いします。 

 

 

4.24  JST からの特許出願について 

研究機関が発明等を権利化しない場合、JST がそれを権利化する場合があります。そのため、研

究機関が発明等を権利化しない見込みである場合は、速やかに当該発明等に関する情報を任意の様

式で研究者から JST に通知してください。（上記の「当該発明等に関する情報」とは、研究機関内

で用いた発明届の写し等、JST が出願可否を判断するために必要とする情報を指します。） 

https://researchmap.jp/
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JST は受領した通知に基づき検討を行い、その結果、当該発明等を JST が出願可と判断する場

合には、研究機関と JST との間で別途「特許を受ける権利譲渡契約」を締結します。 

 

4.25  生物遺伝資源等利用に伴う各種規制 

相手国からの情報や資料、サンプルの持ち帰りについては、相手国の法令も遵守してください。

研究計画上、相手国における生物遺伝資源等を利用する場合には、関連条約等（生物多様性条約、バ

イオセイフティに関するカルタヘナ議定書）の批准の有無、コンプライアンス状況等について、必

ず応募に先立って十分な確認および対応を行ってください。 

生物遺伝資源へのアクセス、及び生物多様性条約の詳細については、以下のウェブサイトを御参

照ください。  

【参考】「財団法人バイオインダストリー協会」ウェブサイト  

http://www.mabs.jp/index.html 

【参考】「Convention on Biological Diversity」ウェブサイト  

https://www.cbd.int/ 

 

4.26  生命倫理及び安全の確保  

ライフサイエンスに関する研究については、生命倫理及び安全の確保に関し、各府省が定める法

令・省令・倫理指針等を遵守してください。研究者が所属する機関の長等の承認・届出・確認等が必

要な研究については、必ず所定の手続きを行ってください。  

なお、文部科学省及び厚生労働省における生命倫理および安全の確保について、詳しくは下記ウ

ェブサイトを御参照ください。  

 【参考】文部科学省の「生命倫理・安全に対する取組」ウェブサイト  

http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/index.html  

 【参考】厚生労働省の「厚生労働科学研究に関する指針」ウェブサイト 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/i-

kenkyu/index.html  

 

4.27  人権及び利益の保護 

研究計画上、相手方の同意・協力や社会的コンセンサスを必要とする研究又は調査を含む場合に

は、人権及び利益の保護の取扱いについて、必ず応募に先立って適切な対応を行ってください。個

人情報の取扱いの配慮を必要とする研究、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究など
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法令等に基づく手続きが必要な研究が含まれている場合には、研究機関内外の倫理委員会の承認を

得る等必要な手続きを行ってください。また、海外における実地の研究活動や海外研究機関との共

同研究を行う際には、関連する国の法令等を事前に確認し、遵守してください。 

 

4.28  社会的・倫理的配慮 

社会・倫理面等の観点から、研究計画上及び実施の過程で、国内外において容認されがたいと認

められるものについては、選考の段階で不採択となります。また、採択されたものについても、研究

開始後に上述の注意事項に違反した場合、その他何らかの不適切な行為が行われた場合には、採択

の取消し又は研究の中止、研究費等の全部又は一部の返還、及び事実の公表の措置等を取ることが

あります。 

 

4.29  研究者の安全に対する責任 

本事業の共同研究期間中に生じた傷害、疾病等の事故について、ＪＳＴは一切責任を負いません。 

 

4.30  研究成果の軍事転用の禁止 

本事業の共同研究から生じた研究成果の軍事転用は、一切禁止します。 
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4.31  応募に際してよくある質問 

応募に関し、主な Q&A を以下にまとめています。 

応募の際に、所属機関の承諾書が必要です

か。 

法令遵守等に関する確認書の提出が必要になりま

す。確認書には研究代表者の所属機関の代表の方

（大学の場合は総長等。学部長や学科長ではありま

せん）の押印が必要となります。 

 

年齢等の応募資格の制限はありますか。 年齢制限はございません。 

日本側代表研究者は、日本国籍を有する者

である必要がありますか。 

日本国内の研究機関に所属する研究者であれば、国

籍による応募資格の制限はございません。 

JST のさきがけ研究者、CREST の研究代表

者または主たる共同研究者として採択され

ている場合でも、本公募に応募することが

できますか。 

本公募へ応募することは可能ですが、採択候補とな

った場合には、研究費の減額や研究計画の調整など

を行う場合がございます。 

国際科学技術共同研究推進事業（戦略的国

際共同研究プログラム）／ベルモント・フォ

ーラム／国際緊急共同研究・調査プログラ

ム（J-RAPID）／国際科学技術基盤整備事業

に既に採択されている場合、今回新たに応

募することはできますか。 

本公募における支援期間が同一相手国・同一研究領

域で既に支援されている課題の支援期間と重なる

場合は応募できません。 

それ以外の場合応募することは可能ですが、採択候

補となった場合には研究費の減額や研究計画の調

整を行う場合がございます。 
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第 5 章 府省共通研究開発管理システム（e-Rad）による応募方法

等について 

5.1  府省共通研究開発管理システム（e-Rad）について 

府省共通研究開発管理システム（e-Rad）とは、各府省が所管する公募型研究制度の管理に係る

一連のプロセス（応募受付→選考→採択→採択課題の管理→研究成果・会計実績の登録受付等）を

オンライン化する府省横断的なシステムです。 

※「e-Rad」とは、府省共通研究開発管理システムの略称で、Research and Development（科

学技術のための研究開発）の頭文字に、Electric（電子）の頭文字を冠したものです。 

 

5.2  e-Rad を利用した応募方法 

応募は府省共通研究開発管理システム（e-Rad）を通じて行っていただきます。 

また、応募の際は、特に以下の点に注意してください。 

（１）e-Rad 使用にあたる事前登録 

e-Rad の使用に当たっては、研究機関及び研究者の事前登録が必要となります。 

①研究機関の登録 

応募時までに e-Rad に研究機関が登録されていることが必要となります。研究機関で 1

名、e-Rad に関する事務代表者を決めていただき、e-Rad ポータルサイト（以下「ポータル

サイト」といいます。）から研究機関登録申請の様式をダウンロードして、郵送で申請を行っ

てください。登録まで日数を要する場合がありますので、2 週間以上の余裕をもって登録手

続きをしてください。なお、一度登録が完了すれば、他省庁等が所管する制度・事業の応募

の際に再度登録する必要はありません。また、既に他省庁等が所管する制度・事業で登録済

みの場合は再度登録する必要はありません。 

②研究者情報の登録 

研究機関は所属する研究者情報を登録し、ログイン ID、パスワードを発行することが必

要となります。 

研究者情報の登録方法は、ポータルサイトに掲載されている研究機関事務代表者及び事務

分担者用マニュアルを参照してください。 

 

（２）e-Rad での応募申請 

研究者による e-Rad での応募に当たっては、ポータルサイトに掲載されている研究者用マニ

ュアルを参照してください。 
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https://www.e-rad.go.jp/manual/for_researcher.html 

 

＜注意事項＞ 

① 応募申請に当たっては、応募情報の Web 入力と申請様式の添付が必要です。 

アップロードできる申請様式の電子媒体は１ファイルで、最大容量は 10MB です。ファ

イル中に画像データを使用する場合はファイルサイズに注意してください。やむを得ず上

限値を超える場合は、アップロードする前に JST 事業担当へ問い合わせてください。 

②作成した申請様式ファイルは、PDF 形式でのみアップロード可能となっています。e-Rad

には、WORD や一太郎ファイルの PDF 変換機能があります。また、お使いの PC で利用で

きる PDF 変換ソフトのダウンロードも可能です。PDF 変換に当たって、これらの機能・ソ

フトの使用は必須ではありませんが、使用する場合は、使用方法や注意事項について、必ず

研究者用マニュアルを参照してください。 

③提出締切日時までに、応募のステータスが「配分機関処理中」又は「受理済」となっていな

い申請は無効となります。応募のステータスは、「課題一覧」画面で確認してください。 

（３）その他 

応募書類に不備等がある場合は、選考対象とはなりませんので、公募要領及び応募書類作成要

領を熟読のうえ、注意して記入してください。（応募書類のフォーマットは変更しないでくださ

い。）応募書類の差替えは固くお断りいたします。また、応募書類の返却は致しません。 

 

5.3  その他 

（１）e-Rad の操作方法 

e-Rad の操作方法に関するマニュアルは、ポータルサイト（https://www.e-rad.go.jp/）か

ら参照またはダウンロードすることができます。利用規約に同意の上、応募してください。 

 

（２）e-Rad の操作方法に関する問い合わせ先 

事業そのものに関する問い合わせは従来通り JST 事業担当にて受け付けます。e-Rad の操作

方法に関する問い合わせは、e-Rad ヘルプデスクにて受け付けます。本事業の公募ウェブサイト

及び e-Rad ポータルサイトをよく確認の上、問い合わせてください。なお、審査状況、採否に関

する問合わせには一切回答できません。 

事業に関する問い合わせ

及び応募書類の作成・提出

JST 国際部事業実施

グループ 

<お問い合わせはなるべく電子メールで

お願いします（お急ぎの場合を除く）> 

https://www.e-rad.go.jp/manual/for_researcher.html
https://www.e-rad.go.jp/
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に関する手続き等に関す

る問合わせ 

03-5214-7375(直通) 

03-5214-7379(FAX) 

受付時間：10 時～12 時、13 時～17 時 

(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)  

e-Rad の操作方法に関す

る問合わせ 

e-Rad ヘルプデスク 0570-066-877(ナビダイヤル) 

9:00～18:00 ※土曜日、日曜日、祝日、

年末年始を除く 

 ○e-Rad ポータルサイト：https://www.e-rad.go.jp/ 

 

（３）e-Rad の利用可能時間帯 

原則として 24 時間 365 日稼働していますが、システムメンテナンスのため、サービス停止を

行うことがあります。サービス停止を行う場合は、ポータルサイトにてあらかじめお知らせしま

す。 

 

 

 

 

https://www.e-rad.go.jp/

